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特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
住
宅
建
設
瑕
疵
担
保
保
証
金
の
基
準
額
）

第
一
条

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
建
設
新
築
住
宅
（
同
項
に
規
定
す
る
建
設
新
築
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

合
計
戸
数
の
別
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
建
設
新
築
住
宅
の
合
計
戸
数
に
同
表
の
乗
ず
る
金
額

の
欄
に
掲
げ
る
金
額
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
同
表
の
加
え
る
金
額
の
欄
に
掲
げ
る
金
額
を
加
え
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
百
二

十
億
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
二
十
億
円
）
と
す
る
。

（
合
計
戸
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
二
戸
を
も
っ
て
一
戸
と
す
る
建
設
新
築
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
面
積
）

第
二
条

法
第
三
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
面
積
は
、
五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
建
設
新
築
住
宅
の
合
計
戸
数
の
算
定
の
特
例
）

第
三
条

法
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
建
設
新
築
住
宅
は
、
住
宅
を
新
築
す
る
建
設
工
事
の
発
注
者
と
二
以
上
の
建
設

業
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
請
負
契
約
で
あ
っ
て
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
特
定
住
宅
建
設
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
に
係
る
当
該
建
設
業
者
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
の
割
合
（
次
項
に
お
い
て
「
建
設

か

し
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瑕
疵
負
担
割
合
」
と
い
う
。
）
が
記
載
さ
れ
た
書
面
が
相
互
に
交
付
さ
れ
た
も
の
に
係
る
建
設
新
築
住
宅
と
す
る
。

２

法
第
三
条
第
二
項
の
建
設
新
築
住
宅
の
合
計
戸
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
建
設
新
築
住
宅
は
、
そ
の

一
戸
を
同
項
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
二
以
上
の
建
設
業
者
そ
れ
ぞ
れ
の
建
設
瑕
疵
負
担
割
合
の
合
計
に
対
す
る
当
該
建
設
業

者
の
建
設
瑕
疵
負
担
割
合
の
割
合
で
除
し
て
得
た
戸
数
を
も
っ
て
一
戸
と
す
る
。

（
住
宅
販
売
瑕
疵
担
保
保
証
金
の
基
準
額
）

第
四
条

法
第
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
額
は
、
販
売
新
築
住
宅
（
同
項
に
規
定
す
る
販
売

新
築
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
戸
数
の
別
表
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
販
売
新
築
住

宅
の
合
計
戸
数
に
同
表
の
乗
ず
る
金
額
の
欄
に
掲
げ
る
金
額
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
同
表
の
加
え
る
金
額
の
欄
に
掲
げ
る
金

額
を
加
え
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
百
二
十
億
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
二
十
億
円
）
と
す
る
。

（
合
計
戸
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
二
戸
を
も
っ
て
一
戸
と
す
る
販
売
新
築
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
面
積
）

第
五
条

法
第
十
一
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
面
積
は
、
五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

（
販
売
新
築
住
宅
の
合
計
戸
数
の
算
定
の
特
例
）

第
六
条

法
第
十
一
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
販
売
新
築
住
宅
は
、
新
築
住
宅
の
買
主
と
二
以
上
の
自
ら
売
主
と
な
る
宅
地
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建
物
取
引
業
者
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
売
買
契
約
で
あ
っ
て
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号

）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
特
定
住
宅
販
売
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
に
係
る
当
該
宅

地
建
物
取
引
業
者
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
の
割
合
（
次
項
に
お
い
て
「
販
売
瑕
疵
負
担
割
合
」
と
い
う
。
）
が
記
載
さ
れ
た
書
面

を
当
該
新
築
住
宅
の
買
主
に
交
付
し
た
も
の
に
係
る
販
売
新
築
住
宅
と
す
る
。

２

法
第
十
一
条
第
二
項
の
販
売
新
築
住
宅
の
合
計
戸
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
販
売
新
築
住
宅
は
、
そ

の
一
戸
を
同
項
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
二
以
上
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
そ
れ
ぞ
れ
の
販
売
瑕
疵
負
担
割
合
の
合
計
に
対
す
る

当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
販
売
瑕
疵
負
担
割
合
の
割
合
で
除
し
て
得
た
戸
数
を
も
っ
て
一
戸
と
す
る
。

（
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
保
険
法
人
と
し
て
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
）

第
七
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
株
式
会
社
と
す
る
。

（
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
の
業
務
の
特
例
に
係
る
住
宅
品
質
確
保
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
）

第
八
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一

号
。
以
下
「
住
宅
品
質
確
保
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。
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読
み
替
え
る
住
宅
品
質
確

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

保
法
の
規
定

第
六
十
八
条
第
三
項
、
第

前
項

履
行
確
保
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

七
十
一
条
第
二
項
、
第
七

読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項

十
三
条
第
二
項
、
第
八
十

条
第
二
項

第
八
十
条
第
一
項

そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間

期
間

全
部
若
し
く
は

全
部
又
は

第
八
十
条
第
一
項
第
一
号

第
六
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

履
行
確
保
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

す
る
第
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二

読
み
替
え
て
適
用
す
る

十
三
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
第
四

項
、

第
八
十
条
第
一
項
第
二
号

第
七
十
八
条

履
行
確
保
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
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読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
七
十
八
条

第
八
十
条
第
一
項
第
三
号

前
条

履
行
確
保
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条

第
八
十
条
第
二
項

規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
、
又

規
定
に
よ
り

は若
し
く
は

又
は

第
百
四
条
第
一
号

第
十
四
条
、
第
四
十
八
条
（
第
六
十

履
行
確
保
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
六
十
九
条
第
一
項

合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
九
条
第

一
項
（
第
八
十
二
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
七
条

第
百
三
条
か
ら
前
条
ま
で

履
行
確
保
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
百
四
条
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各
本
条

同
条

（
住
宅
紛
争
処
理
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
係
る
住
宅
品
質
確
保
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
）

第
九
条

法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
住
宅
品
質
確
保
法
の
規
定
（
罰
則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的

読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
住
宅
品
質
確

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

保
法
の
規
定

第
八
十
七
条
第
一
項

第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

第
八
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
業
務
（
履
行
確
保

六
号
ま
で
の
業
務
（
以
下
こ
の
節
に

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
紛
争
の
あ
っ

お
い
て
「
評
価
住
宅
関
係
業
務
」
と

せ
ん
、
調
停
及
び
仲
裁
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

い
う
。
）

）
、
第
八
十
三
条
第
一
項
第
七
号
の
業
務
（
履
行

確
保
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
築
住

宅
の
建
設
工
事
の
請
負
契
約
又
は
売
買
契
約
に
関

す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
特
別
支
援
等
の
業
務
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第
八
十
七
条
（
第
二
項
を

登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

履
行
確
保
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅

除
く
。
）

瑕
疵
担
保
責
任
保
険
法
人

第
八
十
七
条
（
第
一
項
を

前
項

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

除
く
。
）
、
第
九
十
一
条

読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項

第
二
項

第
八
十
八
条

評
価
住
宅
関
係
業
務

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る

業
務

第
九
十
一
条
第
一
項

そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間

期
間

全
部
若
し
く
は

全
部
又
は

第
九
十
一
条
第
一
項
第
一

第
八
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

号

す
る
第
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
八
十
二
条
第
三
項
に
お

九
条
、
第
八
十
六
条
、
第
八
十
八
条

い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
規
定
又
は
履
行
確
保
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又
は
前
条
第
一
項

法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
第
八
十
六
条
若
し
く
は
第
八
十
八
条

第
九
十
一
条
第
一
項
第
二

第
八
十
四
条
第
一
項

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

号

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項

第
九
十
一
条
第
一
項
第
三

第
七
十
五
条
、
第
八
十
四
条
第
三
項

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

号

、
第
八
十
五
条
第
二
項
又
は
第
八
十

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
八
十
四
条
第
三
項
又
は

九
条

第
八
十
九
条

第
九
十
一
条
第
一
項
第
四

第
八
十
七
条
第
二
項

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

号

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
八
十
七
条
第
二
項

第
九
十
一
条
第
二
項

規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
、
又

規
定
に
よ
り

は若
し
く
は

又
は

第
百
四
条
第
一
号

第
十
四
条
、
第
四
十
八
条
（
第
六
十

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
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一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
八
十
二
条
第
三
項
に
お

合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
九
条
第

い
て
準
用
す
る
第
六
十
九
条
第
一
項

一
項
（
第
八
十
二
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
四
条
第
二
号

第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

第
二
項
、
第
五
十
五
条
第
二
項
、
第

読
み
替
え
て
適
用
す
る

六
十
五
条
第
二
項
又
は

第
百
六
条
第
一
号

第
十
九
条
第
一
項
（
第
二
十
五
条
第

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

二
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
六

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
八
十
二
条
第
三
項
に
お

十
一
条
第
三
項
又
は
第
八
十
二
条
第

い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）

第
百
六
条
第
二
号

第
十
九
条
第
二
項
（
第
四
十
四
条
第

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
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三
項
、
第
六
十
一
条
第
三
項
又
は
第

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
八
十
二
条
第
三
項
に
お

八
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項

る
場
合
を
含
む
。
）

第
百
六
条
第
三
号

第
二
十
二
条
第
一
項
（
第
二
十
五
条

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
八
十
二
条
第
三
項
に
お

六
十
一
条
第
三
項
又
は
第
八
十
二
条

い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
又
は
第
四
十
二
条
第
一
項

第
百
六
条
第
四
号
及
び
第

第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
四
十
二

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

五
号

条
第
一
項

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
八
十
二
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一
項

第
百
七
条

第
百
三
条
か
ら
前
条
ま
で

履
行
確
保
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
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読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
百
四
条
又
は
同
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規

定
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

２

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
八
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

三

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
（
総
合
政
策
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

別
表
（
第
一
条
、
第
四
条
関
係
）
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区

分

乗
ず
る
金
額

加
え
る
金
額

一

一
以
下
の
場
合

二
千
万
円

零

二

一
を
超
え
十
以
下
の
場
合

二
百
万
円

千
八
百
万
円

三

十
を
超
え
五
十
以
下
の
場
合

八
十
万
円

三
千
万
円

四

五
十
を
超
え
百
以
下
の
場
合

六
十
万
円

四
千
万
円

五

百
を
超
え
五
百
以
下
の
場
合

十
万
円

九
千
万
円

六

五
百
を
超
え
千
以
下
の
場
合

八
万
円

一
億
円

七

千
を
超
え
五
千
以
下
の
場
合

四
万
円

一
億
四
千
万
円

八

五
千
を
超
え
一
万
以
下
の
場
合

二
万
円

二
億
四
千
万
円

九

一
万
を
超
え
二
万
以
下
の
場
合

一
万
九
千
円

二
億
五
千
万
円

十

二
万
を
超
え
三
万
以
下
の
場
合

一
万
八
千
円

二
億
七
千
万
円

十
一

三
万
を
超
え
四
万
以
下
の
場
合

一
万
七
千
円

三
億
円

十
二

四
万
を
超
え
五
万
以
下
の
場
合

一
万
六
千
円

三
億
四
千
万
円
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十
三

五
万
を
超
え
十
万
以
下
の
場
合

一
万
五
千
円

三
億
九
千
万
円

十
四

十
万
を
超
え
二
十
万
以
下
の
場
合

一
万
四
千
円

四
億
九
千
万
円

十
五

二
十
万
を
超
え
三
十
万
以
下
の
場
合

一
万
三
千
円

六
億
九
千
万
円

十
六

三
十
万
を
超
え
る
場
合

一
万
二
千
円

九
億
九
千
万
円


